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■「
譲
渡
の
お
尋
ね
」っ
て
？

　

土
地
・
建
物
な
ど
の
資
産
を
売

っ
て
得
た
所
得
は
「
譲
渡
所
得
」

と
し
て
、
確
定
申
告
が
必
要
に
な

り
ま
す
。（
金
銭
の
や
り
取
り
が

な
く
、
土
地
・
建
物
な
ど
の
資
産

を
交
換
し
た
場
合
も
、
同
様
に
確

定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
、
税
法
上

の
特
例
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。）

　

譲
渡
所
得
に
は
多
く
の
特
別
措

置
が
あ
る
た
め
、
市
で
は
、
土
地
・

建
物
等
を
譲
渡
ま
た
は
交
換
し
た

方
を
対
象
に
、
あ
ら
か
じ
め
確
定

申
告
の
前
に
、
そ
の
準
備
調
査
と

し
て
「
譲
渡
所
得
の
内
訳
書
」
の

作
成
等
に
関
す
る
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。

■
確
定
申
告
時
で
は
ダ
メ
な
の
？

　

「
譲
渡
の
お
尋
ね
」
を
受
け
て

い
な
い
方
は
、
会
場
が
混
雑
す
る

た
め
、
２
月
か
ら
行
わ
れ
る
市

の
「
確
定
申
告
相
談
・
受
付
」
で

対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

＊
直
接
税
務
署
に
申
告
さ
れ
る　

　

方
、
税
理
士
等
に
依
頼
さ
れ
る

　

方
は
お
越
し
い
た
だ
く
必
要
は

　

あ
り
ま
せ
ん
。

＊
内
容
に
よ
り
税
務
署
に
ご
案
内

す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　
　

12
月
６
日（
木
）・
７
日（
金
）

　
　

午
前
の
部　

９
時
〜
12
時

　
　

午
後
の
部　

13
時
〜
16
時

■
会
場　

　
　

市
役
所
１
階 

防
災
会
議
室

■
対
象
者

　

土
地
・
建
物
等
を
譲
渡
し
た
方
、

交
換
さ
れ
た
方

＊
市
か
ら
「
譲
渡
に
関
す
る
確
定

申
告
予
定
者
」
向
け
に
通
知
を
い

た
し
ま
す
が
、
通
知
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
土
地
等
の
譲
渡
が
あ
っ
た

方
は
、
必
ず
お
越
し
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
韮
崎
市
に
住
民
登
録
が

あ
る
方
の
み
受
け
付
け
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

■
持
物　

売
買
契
約
書
・
売
買
に

係
る
費
用
の
領
収
書
等
・
印
鑑

■
お
問
い
合
わ
せ

　
　

税
務
課
市
民
税
担
当　

　
　

（
内
線
１
５
３
〜
１
５
５
）　

　

家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
方

年
内
に
法
務
局
へ
滅
失
登
記
を
！

　

入
所
案
内
と
入
所
申
込
書
を
福

祉
課
・
保
育
園
（
市
内
８
ヶ
所
）・

児
童
セ
ン
タ
ー
（
市
内
４
ヶ
所
）・

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
11
月
26

日
（
月
）
よ
り
配
布
し
ま
す
。　

　

入
所
基
準
に
該
当
す
る
児
童
の

み
の
受
け
入
れ
と
な
り
ま
す
の

で
、
入
所
案
内
の
記
載
事
項
を
よ

く
お
読
み
の
う
え
、
入
所
申
込
み

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。　
　
　

　

次
の
場
合
は
、
福
祉
課
ま
で
直

接
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
市
外
の
保
育
園
を
希
望
さ
れ
る

　

場
合

平
成
25
年
４
月
か
ら
の

保
育
園
児（
新
規
入
所
）   

を
募
集

◇
４
月
以
外
の
月
に
入
所
希
望
さ

　

れ
る
場
合

◇
育
児
休
業
（
出
産
休
暇
）
明
け

　

に
入
所
希
望
の
場
合

■
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
子
育
て
支
援
担
当　
　

　

（
内
線
１
７
５
）

園　名 住　所 電話番号 定員
(人）

総募集予定
（人） 入所年齢 保育時間

韮崎西保育園 本町 1-17-10 22-0118 120 25 6 ヶ月以上 7:30 ～ 19:00
韮崎東保育園 富士見 2-14-31 22-2615 90 24 〃 〃
藤井保育園 藤井町坂井 119 22-6087 120 28 6 ヶ月以上 7:30 ～ 19:00
中田保育園 中田町中条 690-3 25-5723 60 10 3 歳以上 8:00 ～ 17:30
穴山保育園 穴山町 4462-2 25-5116 40 15 6 ヶ月以上 8:30 ～ 16:30
円野保育園 円野町下円井 1239-1 27-2118 45 15 3 歳以上 8:00 ～ 17:30
旭保育園 旭町上条北割 3904 22-1841 90 32 6 ヶ月以上 7:30 ～ 18:00
竜岡保育園 竜岡町下條東割 780 22-2164 105 19 〃 〃

日　　時 場　所

12月12日（水）
９：00～10：30 韮崎西保育園
13：30～15：00 韮崎東保育園

12月13日（木）
９：00～10：30 藤井保育園
13：30～14：30 中田保育園
15：00～16：00 穴山保育園

12月14日（金）
９：00～10：30 竜岡保育園
13：30～15：00 旭保育園
15：30～16：30 円野保育園

12月 ３日(月）～
12月11日（火）※ ８：30～17：15 市役所福祉課

12月17日（月）～
12月21日（金）※ ８：30～17：15 市役所福祉課

※土・日・祝日は除く

【
保
育
園
概
要
】

【
受
付
日
程
】

※穂坂保育園は、現在休園中

　

土
地
・
建
物
を
譲
ら
れ
た
方

来
年
の
確
定
申
告
前
に
「
譲
渡
の
お
尋
ね
」
を
！

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
に
存
在
す
る
家
屋
に
課
税

さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
年
の
途
中

で
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
で

も
、
そ
の
年
は
課
税
さ
れ
、
翌
年

か
ら
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
家
屋
を
取
り
壊
し
て

も
届
出
が
な
い
と
、
取
り
壊
し
た

こ
と
が
把
握
で
き
ず
課
税
さ
れ
る

原
因
に
な
り
ま
す
。

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
に

は
、
年
内
に
法
務
局
へ
滅
失
登
記

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
年
内
に
滅

失
登
記
が
で
き
な
い
方
、
未
登
記

家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
は
、
年
内

中
に
必
ず
「
家
屋
滅
失
届
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
有
者
や
納
税
義
務
者
が
変
わ

っ
た
場
合
な
ど
も
ご
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
届
出
先

　
　

税
務
課
固
定
資
産
税
担
当

　
　

（
内
線
１
５
６
〜
１
５
８
）


